南阿蘇村新型コロナウイルス感染症対策事業
補助金について






新型コロナウイルス感染拡大防止のために取組んだ又は取り組む事業所に対し、補助金を交付します。

≪補助金の交付の対象者≫
１）村内に店舗または事業所を有する事業者で、飲食サービス業、小売業、生活及び学習関連サービス業で次の補助事業の交付決定を受けていない事業者。
〇熊本県観光拠点支援事業費補助事業
〇国のコロナ型持続化補助金事業
〇村のコロナ型持続化補助金事業
[bookmark: _GoBack]２） 一つの施設に複数の店舗等がある場合は、交付対象となる事業者が同一世帯の場合は一つの店舗となります。ただし、施設の一部を賃借し、テナント事業者として営業している場合には、この限りではありません。

≪交付の要件≫	
令和２年４月１日以降に対象事業所が村内の店舗又は事業所において講じた、事業を継続するうえで必要な感染防止対策に要した経費とします。（補助対象経費：別表参照）

≪補助金の交付額≫
〇補助上限額　 １００，０００円　
〇補　助　率　　　　　３/４以内

≪補助金の申請≫
・受付期間：令和３年３月26日（金曜日）から受付開始とし、閉庁日は除きます。
・受付場所：南阿蘇村役場産業観光課
・受付時間：午前１０：００から午後４：００まで
※申請書様式は、村ホームページまたは、役場産業観光課で受け取り下さい。

≪必要書類≫
　〇誓約書及び南阿蘇村新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書
　〇補助事業計画書及び実績報告書・支出内訳書・請求書
〇確認書類として購入された補助対象経費の見積書または領収書
　〇確認できる写真（またはパンフレット・カタログ）

（お問合せ）
南阿蘇村産業観光課　
商工・観光係
TEL　0967-67-1112


別表(第３条関係)
	補助対象事業例
	補助対象経費の区分
	補助率又は補助額

	➀消毒設備の購入、消毒作業の外注、消毒液等の購入（消毒費）
②マスク、ゴーグル、フェイスシールド等の購入(マスク費)
③清掃作業外注費、手袋・ゴミ袋・石鹸・洗浄剤・漂白剤の購入(清掃費)
④アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカー購入費・施工費(飛沫対策費)
⑤換気設備《換気扇、空気清浄機等》（換気費用）
⑥ユニフォームクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品、従業員指導等の専門家派遣、体温計・サーモカメラ他の購入（その他衛生管理費）
⑦感染防止及び注意喚起に関するポスター・チラシの外注・印刷費（ＰＲ費用）
	➀消毒費
②マスク費
③清掃費
④飛沫対策費
⑤換気費
⑥その他衛生管理費
⑦PR費

	対象事業費の3/4以内、上限100千円とする。ただし1,000円未満は切り捨てる。





